
■届出の御案内

こんなとき 届出書類

上越市に引っ越してきたとき 転入届

市外へ引っ越すとき 転出届

市内で引っ越すとき 転居届

子どもが生まれたとき 出生届

死亡したとき 死亡届

結婚するとき 婚姻届

離婚するとき 離婚届

　

　〒943-8601 上越市木田1丁目1番3号 TEL（025）526-5111（代表） FAX（025）524-2534（直通）

（025）520-5685
（025）520-5826
（025）520-5686
（025）520-5687
（025）520-5824
（025）520-7471

　〒943-0832 上越市本町3丁目2番26号 TEL（025）525-4151 FAX（025）525-4152
　〒942-0001 上越市中央1丁目16番1号 TEL（025）544-2111 FAX（025）544-2113

TEL (025)592-2003 ■浦川原区総合事務所 TEL(025）599-2301
上越市安塚区安塚722番地3 　〒942-0393 上越市浦川原区釜淵5番地
TEL（025）594-3101 ■牧区総合事務所 TEL (025)533-5141
上越市大島区岡3320番地3 　〒943-0692 上越市牧区柳島522番地
TEL (025)536-2211 ■大潟区総合事務所 TEL (025)534-2111
上越市柿崎区柿崎6405番地 　〒949-3192 上越市大潟区土底浜1081番地1
TEL (025)530-2311 ■吉川区総合事務所 TEL (025)548-2311
上越市頸城区百間町636番地 　〒949-3494 上越市吉川区下町1126番地
TEL(0255）74-2411 ■板倉区総合事務所 TEL (0255)78-2141
上越市中郷区藤沢986番地1 　〒944-0192 上越市板倉区針722番地1
TEL(025）528-3111 ■三和区総合事務所 TEL（025）532-2323
上越市清里区荒牧18番地 　〒943-0316 上越市三和区井ノ口444番地
TEL(025)537-2121
上越市名立区名立大町365番地1

新しい住所に住み始めてから
１４日以内

本人確認書類以外に必要なもの等

コンビニ交付サービスは、窓口と比べて一律50円お得に証明書を取得できます。
　・取得できる証明書…住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本抄本、所得・課税証明書
　・利用可能な店舗…コンビニエンスストアなどマルチコピー機を設置している店舗
　・利用可能時間… 午前6時30分～午後11時（一部店舗および年末年始を除く）

■安塚区総合事務所　
　〒942-0492
■大島区総合事務所

届書(届出人の署名、医師・助産師等の証明があるもの)、
母子健康手帳

■マイナンバーカードを利用した、コンビニ交付サービスをご利用ください

お届けの際には届出人の本人確認ができる書類をお持ちください。
(運転免許証・マイナンバーカードなど公的機関が発行した写真付きの書類、又は資格確認書・年金手帳など)
氏名や住所変更の届出を行う際は、マイナンバーカードをあわせてお持ちください。

届書(届出人２人・証人２人の署名があるもの)

届書(届出人の署名、医師の証明があるもの)、
斎場使用料

転出証明書（マイナンバーカードにより転出届をされた方は不要です）

生まれた日を含めて１４日以内

死亡を知った日から７日以内

届出日に効力を生じる

いつまでに

上越市に住み始めてから１４日以内

他の市区町村、あるいは
国外へ転出される前

■中郷区総合事務所

■市　民　課

■窓口証明係
■ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ担当
■戸　籍　係
■庶　務　係
■郵送請求担当
■おくやみコーナー担当
■南出張所
■北出張所

　〒949-2394

　〒942-1106
■柿崎区総合事務所
　〒949-3292

■名立区総合事務所
　〒949-1692

■清里区総合事務所
　〒943-0595

■頸城区総合事務所
　〒942-0192

上越市は、戸籍謄抄本等の不正請求、不正取得を抑止するため「本人通知制度」を導入しています。ぜひ御利用ください。
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上 越 市


